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件 名 県立学校体育館のエアコン設置について 

受付日 令和７年８月６日 

ご意見・ご提案

の概要 

高校生はエアコンのない体育館で部活動をしてお

り、気分が悪くなる子が多数いる。 

 予算の都合上、県立高校の体育館に一斉にエアコン

を設置するのは難しいと思うが、部活動が盛んな強豪

校からでも段階的に設置するのはどうか。 

 また、市岐商の体育館にエアコンが設置されている

のは、市立だからなのか。 

県の考え方  岐阜県教育委員会においては、部活動を含む学校教

育活動における判断と行動の目安として「熱中症対策

ガイドライン」を定め、活動場所のＷＢＧＴ（暑さ指

数：湿球黒球温度）の区分に応じて、活動の中止や内

容の変更をすることとしています。 

 一方、県立高等学校の体育館での活動に対する熱中

症対策として、今年度暫定措置として、全ての県立高

等学校の体育館に大型スポットクーラーを２台ずつ導

入いたしました。 

 今後とも各学校間に格差の生じないよう配慮しなが

ら、安全・安心な学校教育環境を整えてまいります。 

 なお、市立岐阜商業高等学校の施設整備について

は、学校設置者である岐阜市が実施しております。 
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